
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２２年１０月２８日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第１１０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年６月１６日 ０８時４０分ごろ 

発生場所 三重県津市津港 贄埼灯台から真方位３２８°４２０ｍ付近  

（概位 北緯３４°４２.８′ 東経１３６°３１.３′） 

事故等調査の経過  平成２２年７月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 作業船 泗
し

海
かい

丸、１９トン 

   ２７３-３０８２三重、高砂建設株式会社 

Ｂ 台船 ３９８、６６トン 

Ｃ 漁船 第１１大観
だいかん

丸、１４トン 

   ＭＥ２-５２５９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷外板に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船を押航し、津港岸壁前面で着岸

作業中、平成２２年６月１６日０８時４０分ごろ、同岸壁に無人で係留中

のＣ船の右舷船首部とＡ船の右舷船尾角とが接触した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３  

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  Ａ船の着岸予定岸壁の前面海域は、狭くて複数の船舶が係留中であっ

た。 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

 Ａ船は、Ｂ船を押航して津港岸壁前面で着岸作

業中、船長Ａが、同岸壁に係留していたＣ船等の

位置を考慮した適切な操船を行わなかった可能性

があると考えられる。 

判明した事項の解析 

原因  本事故は、Ａ船が、Ｂ船を押航して津港岸壁前面で着岸作業中、Ｃ船が

同岸壁に係留中、船長ＡがＣ船等の位置を考慮した適切な操船を行わなか

ったため、Ａ船とＣ船が衝突したことにより発生した可能性があると考え

られる。 

 

 




